
2026年 2月 

麗澤大学後援会事務局 

麗澤大学後援会 会員各位 

 

麗澤大学後援会 役員候補者募集について 

 

 

学生の修学環境及び学生生活の充実に向け、父母保証人の代表として共に検討できる後援会役員候

補者の方を募集しております。ぜひ皆様のお力添えをお願いいたします。 

 

記 

 

１．麗澤大学後援会役員とは  

本学後援会として最適な学生支援を実現するため、父母保証人を代表して大学事務局と各種協議

を行い、意見・助言を行って頂きます。 

麗澤大学後援会会則 https://reitaku-kouenkai.com/kouenkai/kaisoku/ 

 

２．活動内容 

 行事名 活動内容 役員参加 場所 

①  定期総会 年１回（例年 4 月～5 月） － WEB 審議 

②  役員会 年 4 回（4 月、11 月、12 月（ｵﾝﾗｲﾝ）、2 月） 

※必要に応じ臨時役員会を開催 

※4 月は新旧役員合同で開催 

※4 月役員会の午前に会計監査会あり 

（2026 年度 4/18、10/31、12 月中旬、2/6） 

必須 

※オンライン可 

※委任状出席可 

大学会議室 

または 

オンライン 

③  父母保証人懇談会 年 1 回 2026 年 6 月中旬 

※時期や開催方法は毎年異なる 

任意 柏キャンパス 

 

★開催形式について 

役員会は、麗澤大学（柏キャンパス）会議室で実施致しますが、オンラインでの参加など柔軟に

対応しますので、遠方の方でも参加しやすい環境です。 

  

★作業量や事務負担について 

資料作成や会計処理等は後援会事務局（学生課職員）が対応致します。役員の方の事務作業負担

はございません。役員会へご出席し資料へのご助言をいただくようなイメージとお考え下さい。 

  

★旅費の支給について 

  役員会や後援会主催の父母懇談会等イベント等へご出席される際は、ご自宅の最寄り駅から会

場（主に麗澤大学柏キャンパス）までの旅費は、後援会の規程に基づき支給致します。 

 

３．役職 

会 長（1名）、副会長（若干名）、幹事（若干名）、会計監事（2名） 

 ※今年度会長は、前年度役員から内定しております。 

 

https://reitaku-kouenkai.com/kouenkai/kaisoku/


 

 

４．任期 

4月総会後～（総会において選出しその任期は１年とするただし再任を妨げない） 

 

５.応募資格 

 麗澤大学後援会正会員（学部及び大学院に在籍する学生の父母またはこれに準ずる者） 

 

６.募集人数 

 若干名 

 

７.募集期間 

 2027年度 役員募集期限：2027年 1月末頃まで 

 

８.応募方法 

 後援会の活動に興味のある方、話を聞いてみたい方は、以下お問い合わせフォームからお気軽に

ご連絡ください。ご推薦される場合には、候補者の内諾を事前に得るようにお願いいたします。 

 

 

お問合せ：麗澤大学後援会事務局 https://tayori.com/f/kouenkai   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

https://tayori.com/f/kouenkai

